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Ｑ １ 〈取引時確認〉

Ｑ ２ 〈取引時確認〉

　

マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ

ン
グ
（
資
金
洗
浄
）
と

　

本
人
特
定
事
項
以
外
に

取
引
を
行
う
目
的
や
職
業

　

こ
う
し
た
行
為
の
防
止
策
は
、

一
国
の
み
が
行
っ
て
も
意
味
が
な

く
、
国
際
的
に
協
力
し
て
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

マ
ネ
ロ
ン
防
止
な
ど
が
目
的

　

そ
こ
で
、
１
９
８
９
年
に
開
催

さ
れ
た
ア
ル
シ
ュ
・
サ
ミ
ッ
ト
に

お
い
て
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
（
金
融
活
動
作

業
部
会
）
が
設
立
さ
れ
、
国
際
的

な
規
制
の
検
討
が
本
格
的
に
開
始

さ
れ
ま
し
た
。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
、

「
40
の
勧
告
」
の
策
定
を
皮
切
り

に
し
て
各
国
へ
規
制
強
化
を
提
言

し
て
い
ま
す
。

　

日
本
に
お
い
て
も
抜
本
的
な
対

策
強
化
が
進
め
ら
れ
、
犯
罪
収
益

移
転
防
止
法
が
２
０
０
７
年
３
月

に
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
改
正
さ

れ
ま
し
た
。
取
引
時
確
認
や
疑
わ

し
い
取
引
の
届
出
な
ど
を
行
う
こ

と
は
、
こ
の
法
律
で
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
報
告
の
中
で
、
日
本
は
厳

し
い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。
特

に
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
「
40
の
勧
告
」

の
重
要
部
分
で
あ
る
「
顧
客
管
理

措
置
に
関
す
る
勧
告
５
」
に
つ
い

て
は
、「
不
履
行
」
と
い
う
評
価

を
受
け
た
の
で
す
。

犯
収
法
の
改
正
で
追
加

　

政
府
は
こ
の
評
価
を
受
け
て
対

応
策
を
検
討
し
、
犯
罪
収
益
移
転

防
止
法
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
改
正
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で

は
本
人
確
認
書
類
で
本
人
特
定
事

項
を
確
認
す
る
の
み
だ
っ
た
本
人

確
認
が
見
直
さ
れ
、
個
人
と
法
人

の
場
合
そ
れ
ぞ
れ
に
確
認
事
項
が

追
加
さ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
個

人
の
場
合
に
は
取
引
を
行
う
目
的

や
職
業
等
を
、
法
人
の
場
合
に
は

取
引
を
行
う
目
的
や
事
業
内
容
、

実
質
的
支
配
者
等
の
確
認
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

は
、
犯
罪
行
為
で
得
た
資
金
を
正

当
な
取
引
で
得
た
資
金
の
よ
う
に

見
せ
か
け
る
た
め
、
口
座
を
転
々

と
さ
せ
た
り
金
融
商
品
や
不
動

産
、
宝
石
な
ど
に
形
態
を
変
え
た

り
し
て
、
そ
の
出
所
を
隠
す
行
為

の
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
爆
弾
テ
ロ
や
ハ
イ
ジ
ャ

ッ
ク
な
ど
の
テ
ロ
行
為
の
実
行
を

目
的
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
必
要

な
資
金
を
テ
ロ
リ
ス
ト
に
提
供
す

る
こ
と
を
テ
ロ
資
金
供
与
と
い
い

ま
す
。

な
ど
の
確
認
を
行
う
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
２
０
１
３
年
４
月
に
改

正
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
が
施
行

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
が
改
正

さ
れ
た
直
接
的
な
原
因
は
、
08
年

10
月
に
公
表
さ
れ
た
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に

よ
る
第
３
次
対
日
相
互
審
査
の
報

告
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
審
査
は
、

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
加
盟
国
が
マ
ネ
ー
・
ロ

ー
ン
ダ
リ
ン
グ
対
策
等
の
実
施
状

況
に
つ
い
て
相
互
に
行
っ
て
い
る

も
の
で
す
。

Ａ

Ａ

国
際
的
に
マ
ネ
ロ
ン
対
策

の
強
化
が
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
制
定
さ
れ
た

マ
ネ
ロ
ン
対
策
等
を
強
化

す
る
た
め
に
、
取
引
時
確

認
が
規
定
さ
れ
た

犯罪収益移転防止法は
なぜ制定されたの？
どんな経緯が
あったの？

本人特定事項以外にも
取引目的や職業などの
確認が必要
なのはなぜ？

各種確認Q&A編� ●

なるほど納得！


